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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 携 帯 電 話 の 音 響 ア ラ ー ム を 自 動 的 に 無 効 に す る 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 携 帯 電 話 が 非 音 響 制 御 信 号 を 受 け 取 っ た か ど う か を 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 非 音 響 モ ー ド ま た は 制 御 信 号 を 受 け 取 る と 、 前 記 音 響 ア ラ ー ム を 自 動 的 に 無 効 に す
る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 非 音 響 制 御 信 号 を 受 け 取 る と 、 ユ ー ザ に 着 信 を 通 知 す る 非 音 響 ア ラ ー ム を 自 動 的 に
有 効 に す る ス テ ッ プ と 、
　 を 含 む 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 携 帯 電 話 が 前 記 非 音 響 制 御 信 号 を 受 け 取 っ て い る 間 は 前 記 音 響 ア
ラ ー ム を 無 効 に す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 携 帯 電 話 が 、 前 記 非 音 響 制 御 信 号 を 受 け 取 る の を 止 め る と 、 自 動
的 に 、 前 記 音 響 ア ラ ー ム を 復 活 さ せ 、 前 記 非 音 響 ア ラ ー ム を 無 効 に す る ス テ ッ プ を さ ら に
含 む 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 音 響 ア ラ ー ム を 一 定 の 予 め 決 め ら れ た 期 間 だ け 無 効 に す る ス テ ッ
プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 一 定 の 予 め 決 め ら れ た 期 間 が 経 過 し た 後 で 、 自 動 的 に 、 前 記 音 響
ア ラ ー ム を 復 活 さ せ 、 前 記 非 音 響 ア ラ ー ム を 無 効 に す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 ４
に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 非 音 響 制 御 信 号 を 受 け 取 る と 、 前 記 ユ ー ザ に 着 信 を 通 知 す る 点 滅
光 を 活 動 化 す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 非 音 響 制 御 信 号 を 受 け 取 る と 、 前 記 ユ ー ザ に 着 信 を 通 知 す る 振 動
ユ ニ ッ ト を 活 動 化 す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 非 音 響 制 御 信 号 を オ ー バ ー ラ イ ド す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請
求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 前 記 非 音 響 制 御 信 号 を 無 指 向 性 Ｒ Ｆ 信 号 と し て 同 報 通 信 す る ス テ ッ プ
を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 前 記 非 音 響 制 御 信 号 を 指 向 性 Ｒ Ｆ 信 号 と し て 送 信 す る ス テ ッ プ を さ
ら に 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 携 帯 電 話 の 音 響 ア ラ ー ム を 自 動 的 に 無 効 に す る 装 置 で あ っ て 、



　 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 信 す る 受 信 器 と 、
　 前 記 受 信 器 に 結 合 さ れ 、 ユ ー ザ に 着 信 を 通 知 す る 可 聴 音 を 発 生 す る ス ピ ー カ と 、
　 前 記 ス ピ ー カ に 結 合 さ れ 、 前 記 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 信 す る と 前 記 音 響 ア ラ ー ム を 自 動
的 に 無 効 に し 、 前 記 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 信 す る と 、 ユ ー ザ に 着 信 を 通 知 す る 非 音 響 ア ラ
ー ム を 自 動 的 に 有 効 に す る プ ロ セ ッ サ と 、
を 備 え て い る 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　 前 記 プ ロ セ ッ サ は 、 前 記 携 帯 電 話 が 前 記 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 け 取
っ て い る 間 は 、 前 記 音 響 ア ラ ー ム を 無 効 に す る 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　 前 記 携 帯 電 話 が 前 記 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 信 す る の を 止 め る と 、 前
記 プ ロ セ ッ サ は 、 自 動 的 に 、 前 記 音 響 ア ラ ー ム を 復 活 さ せ 、 前 記 非 音 響 ア ラ ー ム を 無 効 に
す る 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ４ 】 　 前 記 プ ロ セ ッ サ は 、 一 定 の 予 め 決 め ら れ た 期 間 、 前 記 音 響 ア ラ ー ム
を 無 効 に す る 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ５ 】 　 前 記 一 定 の 予 め 決 め ら れ た 期 間 が 経 過 し た 後 で 、 前 記 プ ロ セ ッ サ は
、 自 動 的 に 、 前 記 音 響 ア ラ ー ム を 復 活 さ せ 、 前 記 非 音 響 ア ラ ー ム を 無 効 に す る 、 請 求 項 １
４ に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ６ 】 　 前 記 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 け 取 る と 、 前 記 プ ロ セ ッ サ は 、 前 記 ユ ー
ザ に 着 信 を 通 知 す る 点 滅 光 を 活 動 化 す る 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ７ 】 　 前 記 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 け 取 る と 、 前 記 プ ロ セ ッ サ は 、 前 記 ユ ー
ザ に 前 記 着 信 を 通 知 す る 振 動 ユ ニ ッ ト を 活 動 化 す る 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ８ 】 　 前 記 非 音 響 モ ー ド 信 号 を オ ー バ ー ラ イ ド す る オ ー バ ー ラ イ ド ・ ス イ
ッ チ を さ ら に 備 え て い る 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ９ 】 　 無 指 向 性 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 同 報 通 信 す る Ｒ Ｆ 送 信 器 を さ ら に 備 え
て い る 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ ０ 】 　 指 向 性 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 同 報 通 信 す る Ｒ Ｆ 送 信 器 を さ ら に 備 え て
い る 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ １ 】 　 ペ ー ジ ャ の 音 響 ア ラ ー ム を 自 動 的 に 無 効 に す る 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 ペ ー ジ ャ が 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 け 取 っ た か ど う か を 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 け 取 る と 、 前 記 音 響 ア ラ ー ム を 自 動 的 に 無 効 に す る ス テ ッ プ
と 、
　 前 記 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 け 取 る と 、 ユ ー ザ に 着 信 を 通 知 す る 非 音 響 ア ラ ー ム を 自 動 的
に 有 効 に す る ス テ ッ プ と 、
　 を 含 む 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ ２ 】 　 ペ ー ジ ャ の 音 響 ア ラ ー ム を 自 動 的 に 無 効 に す る 装 置 で あ っ て 、
　 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 信 す る 受 信 器 と 、
　 前 記 受 信 器 に 結 合 さ れ 、 ユ ー ザ に 着 信 を 通 知 す る 可 聴 音 を 発 生 す る ス ピ ー カ と 、
　 前 記 ス ピ ー カ に 結 合 さ れ 、 前 記 非 音 響 モ ー ド ま た は 制 御 信 号 を 受 信 す る と 、 前 記 音 響 ア
ラ ー ム を 自 動 的 に 無 効 に し 、 前 記 非 音 響 モ ー ド 信 号 を 受 信 す る と 、 ユ ー ザ に 着 信 を 通 知 す
る 非 音 響 ア ラ ー ム を 自 動 的 に 有 効 に す る プ ロ セ ッ サ と 、
を 備 え て い る 装 置 。
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